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米国リハビリテーション法５０８条およびその視覚障害への対応規定

筑波技術短期大学教育方法開発センター（視覚障害系）

岡本明長岡英司

要旨：米国リハビリテーション法５０８条は、連邦官公庁が調達する電子機器はすべて障害を持つ

人にもアクセシブルであることと規定しており、現在米国および日本の電子機器産業界ではその

対応に力を注いでいる。ここではその歴史や位置付け、概要について紹介するとともに、全項目

中の７０％以上の条項が関連し大きなウエイトを占めている視覚障害関連の記述について概要を述

べる｡そしてその対応には､音声合成を中心として幅広い技術の応用が必要であることを述べる。

キーワード：リハビリテーション法バリアフリー視覚障害

１．はじめに

米国の障害福祉関連の重要な法律のひとつにリハビリ

テーション法（以下リハ法）［1]がある。これは米国連邦

官公庁が調達する電子機器はすべて障害を持つ人にもア

クセシブルであること、と規定しているものである。

2000年１２月２１日、リハ法508条（以下508条）の具

体的要求を示した「基準」が発効した[2]。５０８条ではこ

の「基準」の発効後６ケ月後（2001年６月２１日）以降、

これに反する場合ユーザーは訴訟を起こしてよいこと、

官公庁は遵守の状況を報告しなければならないことと規

定しているため、米国企業やアメリカを大きな市場とし

ている日本電子機器産業界は厳しい対応を迫られること

となった。現状では米国の連邦官公庁が調達する電子機

器に対する法律であるが、実際には連邦政府の助成を受

けている団体や学校なども遵守を求められているので、

今後リハ法が適用される範囲は広がると見られる。

筆者は（社）電子I情報技術産業協会のアクセシビリテ

イ技術専門委員会において「アクセシピリテイ指針」作

成に携わるとともに、５０８条などの海外のアクセシピリ

テイ関連指針、標準の調査・研究を行っている[3]・

本論では、５０８条および「基準」について、とくにそ

の視覚障害を持つ人のための記述について紹介し、その

準拠のための方策について考察する。

②1973年リハビリテーション法(RehabilitationAct公法

93-112)：1973年には｢職業」の名が削られて「リハ法」

となった。ここでは「最も重度の障害を持った人々」

への優先的サービスの提供に重点が置かれている。こ

のとき付加された504条は「政府から補助を受けてい

る団体・個人は障害を理由に差別してはならない」と

規定しており、「障害を持つアメリカ人法(ADA：

AmericanswithDisabilitiesAct)」のベースとなっている。

③1986年リハ法改正法（RehabilitationActAmendmentof

l9８６公法99-506）：リハ法はその後いくつかの改正

を経て、1986年改正では508条が追加された。508条

では「障害を持つ政府職員が使用する電子機器及び情

報技術機器へのアクセシピリテイを確保する」ことが

躯われている。しかしこの段階では罰則規定がなく、

法的拘束力の弱いものであった。

④1998年総労働力投資法(TheWOrkfbrcelnvestmentActof

l99８公法106-220)、1998年リハ法改定(Rehabilitation

ActAmendmentofl998):総労働力投資法は雇用促進に

関するすべての法律が集約された大きな法律である

［5]。これに伴ってリハ法508条も改正されてこの法律

と結び付けられた(総労働力投資法408条にリハ法508

条の改定が規定されている）［1]・

改定リハ法では、米国建築・輸送障壁適合委員会

(ArchitecmralandTransportationBarrierComplianceBoard

通称“アクセス委員会'，）に対して、アクセシビリテイを

確保する電子`情報技術を調達するための「基準」を１年

以内に作成することを義務づけた。そしてアクセス委員

会の下にアクセシブルな電子情報技術購入に関する多く

の基準を作るための電子・情報アクセス諮問委員会(An

ElectronicandlnfbrmationTbchnologyAccessAdvisory

Committee:EITAAC)が設けられた。この「基準」の作成

に際しては、産、官、障害者団体等が激しい議論を闘わ

せ、予定からは大幅に遅れたが、2000年３月にドラフト

基準が公開され、同年１２月２１日に正式発効した。

２５０８条

２１５０８条の歴史的経緯[4］

①1918年傷病軍人リハ法(TY1eSoldiersRehabilitation

Actルリハ法の流れは、1918年の傷痩軍人リハ法(The

SoldiersRehabilitationAct）に始まる。これはその後、

たとえば１９２０年公民職業リハ法(CivilianVbcational

RehabilitationAct)、１９４３年職業リハ法(Vbcational

RehabilitationAct)、と名称変更・改正が何回か行われ

た。この名称の変遷が当時の米国の事情をよく表して

いる。
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るものは５３あり、「基準」は視覚障害への対応がかなり

の中心となっている。聴覚障害関連は37、肢体不自由関

連34、その他６７項目である（項目数は全障害に共通な

もの26項目を含む｡また複数の障害に関連するものはそ

れぞれにカウント)。

以下、対象となる機器・技術ごと視覚障害対応の項の

主なものの概要と、その他視覚障害に関連する記述のあ

る項目についてはその数を示す。

２２５０８条の概要[1］

1998年リハ法508条には主として次のようなことが規

定されている。

①連邦政府各省や機関が電子'情報技術を開発・調達・保

守・利用する際には、各機関に“過度の負荷がかから

ない限り,,､その電子I情報技術は技術手段によらず以下

のことに従うこと。

（ｉ）障害を持つ連邦政府職員が、障害のない職員と同

等に情報やデータにアクセスし、利用できるように

する

（ｈ）障害を持つ一般の人が、連邦政府の各省や機関が

提供するサービスを受けたり、情報を検索する場合、

障害を持たない一般の人と同等に情報およびデー

タにアクセスし利用できるようにする

②下記の｢基準」に準拠する電子`情報技術の開発･調達・

保守・利用が‘`過度の負担となる,'場合には、連邦政

府の各省や機関は、'情報およびデータをアクセス可能

な代替手段によって障害を持つ人に提供すること。

③1998年のリハ法改定の日から１８ケ月以内に、アクセ

ス委員会は①の要件を満たすために必要な技術および

機能に関する「基準」を作成、公表すること（前述の

ようにこれは遅れて2000年１２月となった)。

④1998年のリハ法改定の日から１８ケ月以内に、司法長

官は障害を持つ人による連邦政府の電子,情報技術の利

用がどの程度アクセシブルであるかD情報と勧告を含

む報告書を大統領に提出する｡また1998年のリハ法改

定の日から３年以内および以降２年ごとに司法長官は

大統領と議会に対して、連邦政府の各省・機関の遵守

状況、下記の個人訴訟をまとめた報告書を提出するこ

と。

⑤「基準」の最終版がアクセス委員会から公表された日

から６ケ月以降(すなわち2001年６月２１日以降)、電

子,情報技術の提供に関してその非遵守があった場合、

障害をもつ人は連邦政府各省や機関を告訴できる。

３２１１９４２１アプリケーションソフトウエアとオペ

レーティングシステム（全12項目）

コンピュータのＯＳ､各種アプリケーションソフトが対

象で、とくにアプリケーションにはOSの持つアクセシピ

リティ機能との整合性を要求している。

①119421(a):キーボードを備えているシステム上で実行

するソフトウェアの機能は、キーボードからも実行可

能でなければならない。

②1194.21(b)：アプリケーションはOSや他のソフトの持

つアクセシピリテイ機能を中断または無効にしてはな

らない。

③1194.21(c):画面上のフォーカスおよびその移動をユー

ザー支援技術が追跡できるように、プログラムによっ

て読み取れるようにしなければならない。

④119421(d)：１つの画像が１つのプログラム・エレメン

トを表している場合は、その画像によって伝えられる

‘情報がテキストでも利用できなければならない。

⑤119421(9)：アプリケーションは､利用者が選択したコ

ントラスト、色の設定、その他個人が設定するディス

プレイ属性を書き換えてはならない。

⑥119421(i)：情報の伝達、動作の表示、応答の要求、あ

るいは視覚的要素の区別のための唯一の手段として、

カラーコードを使用してはならない。

⑦その他視覚障害関連記述のあるもの：６項目

３３１１９４．２２ウェブ上のイントラおよびインターネ

ットの情報とアプリケーション（全16項目）

視覚障害を持つ人にもアクセシブルなウェブ作成を要

求している。

①119422(c)：ウェブ・ページは、色によって伝達される

すべての情報が、色を使わなくても（例えば文脈など

から）理解できるようにデザインされなければならな

い。

②119422(9)：テーブルの行と列のヘッダは、どのテーブ

ルのものかが分かるようにしなければならない。

③その他視覚障害関連記述のあるもの：１３項目

３５０８条「基準」の視覚障害対応に関連する記述[2］

３１概要

「基準」は正式には、「パート１１９４電子'情報技術アク

セシビリテイ基準(PARrll94ELECTROMCAND

INFORMATIOＮＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＡＣＣＥＳＳＩＢＩＬＩＴＹ

ＳＴＡＮＤＡRDS)」という。技術的規定は対象となる機器・

技術ごとに73項目が述べられている｡対象とされる障害

は記載されていないが､視覚障害､色覚障害､聴覚障害、

発話障害、知的障害、光過敏`性障害（光癩病)、肢体不自

由、加齢、一時的障害が対象であると思われる（重複障

害を含む)。全73項目中、視覚障害に関連する記述のあ
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リハビリテーション法508条と視覚障害

３４１１９４２３通信機器（全14項目）

電話機などが主な対象で、とくに、聴覚障害を持つ人

が用いるTTY(Tele-Typewriter)との接続`性を要求してい

る。

①1194.23(k)(1)：コントロール装置のキーは、触るだけ

では機能が働かないようにしておき、まず触覚によっ

て識別できるようになっていなければならない。

②119423(k)(4)：すべてのロックまたはトグル式のコン

トロール装置およびキーは、その状態を視覚的に区別

でき、かつ触覚または聴覚のいずれかによってそれを

区別できなければならない。

③その他視覚障害関連記述のあるもの：４項目

３７１１９４．２６デスクトップと携帯用コンピュータ

（全４項目）

パソコンのハードウェア類が対象で、上肢障害の人の

ための順次入力機能や、標準規格の接続端子を持つこと

などを要求する。

①119426(a）：機械的なコントローラやキーは

119423(k)(1)~(4)を守ること。

②119426(b):タッチスクリーンや接触感応式コントロー

ラは119423(k)(1)~(4)を守ること。

③その他視覚障害関連記述のあるもの：２項目

３．８１１９４．３１機能的性能に関する基準（全６項目）

すべての電子・情報技術に対して、視覚障害、聴覚障

害、言語障害、肢体不自由があっても利用できるような

機能を要求する。

①119431(a):少なくとも一つの方法で視覚を必要とせず

に、製品の操作や情報の検索ができるようにしなけれ

ばならない。

②119431(b)：視力が２０/７０以下（０３以下）の人への情

報提供は、聴覚や拡大文字による情報提供を同時に行

うか、別途に行う必要がある。あるいは、視覚障害を

持つ人に対する支援技術を補助する何らかの手段を提

供しなくてはならない。

③その他視覚障害関連記述のあるもの：４項目

３．５１１９４．２４映像及びマルチメディア機器(全5項目）

テレビ、テレビ受信機能内蔵パソコン、ビデオ機器な

どが対象で、聴覚障害を持つ人のためのオープン／クロ

ーズドキャプションなどを要求している。

①1194.24(｡):連邦機関のトレーニング用および情報提供

用ビデオやマルチメディア制作物は、視覚的情報が含

まれている場合､説明用音声を付けなければならない。

②その他視覚障害関連記述のあるもの：２項目

３６１１９４２５プログラム内蔵独立機器（全１３項目）

複写機、ファクス、プリンタなどが対象で、各障害に

対応するアクセシピリティ確保を要求する。

①1194.25(c):タッチスクリーンや接触感応式コントロー

ラは119423(k)(1)~(4)を守ること。

②1194.25(e)：製品が音声出力を提供している場合、ヘッ

ドフォンを業界標準のコネクタと信号出力で接続でき

なければならない。また音声をいつでも中断、一時停

止、再スタートできる機能を備えなければならない。

③1194.25(f):製品が公共の場所で音声出力を提供する場

合、最大ゲイン６５ｄＢ以上まで出力を増幅できる段階

的音声調節装置を備えなければならない。周囲の騒音

レベルが４５ｄＢを越える場所では、騒音より少なくと

も２０ｄＢ大きい音量を選択できなければならない。

④1194.25(9)：情報の伝達、動作の表示、応答の要求、あ

るいは視覚的要素の区別を行う唯一の手段としてカラ

ーコードを用いてはならない。

⑤119425(h):利用者が色とコントラストの設定を調整で

きるようになっている製品は、コントラスト・レベル

の調整が可能となるような多様な色の設定を提供しな

ければならない。

⑥その他視覚障害関連記述のあるもの：３項目

３９１１９４．４１情報・文書・支援（全３項目）

’情報、文書及びサポート体制を整備し、アクセシビリ

テイ機能の説明をできることを要求する。

①119441(a)：製品のサポート資料は、代替のフォーマッ

トで無料で提供しなければならない。

②1194.41(b)：ユーザーが、製品のアクセシピリテイ機能

または互換性の機能に関する説明を代替のフォーマッ

トまたは代替の方法で要求した場合、無料で提供しな

ければならない。

③1194.41(c)：製品サポートサービスは、障害のあるユー

ザーとコミュニケーションができなければならない。

４．５０８条「基準」の視覚障害関連記述への対応[2］

「基準」の準拠については、すでにアクセシビリテイ

機能を標準的に装備してきた製品、たとえばコンピュー

タのＯＳやハード、ＴＴＹ接続電話機、アナログテレビな

どは、それを継続し改善していけばよいであろう。しか

しアクセシビリテイに未対応であった、コンピュータの

アプリケーションソフト、デジタルテレビ、プログラム

内蔵独立型機器（公衆端末、複写機、プリンタ、ファク

スなど)、連邦政府機関のホームページなどは、アクセシ
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な検討が必要である。

なお、タッチパネルは、“1194.23(k)(1)：コントロール

装置のキーは、触るだけでは機能が働かないようにして

おき、まず触覚によって識別できるようになっていなけ

ればならない｡,，を満足するようにしなければならないし、

誤って触ってしまって誤操作を招くことがあってはなら

ない。非視覚的操作モードのときにはタッチパネル操作

を無効にすることも考えられるが、介助者がいる場合な

どを考えると通常の操作モードも並存することが望まし

い。また、コピーの「スタート」ボタンは、多くの機種
ではスタート可のときは緑、不可は赤のランプが点灯し

ている。これは“119425(9)：情報の伝達、動作の表示、

応答の要求、あるいは視覚的要素の区別を行う唯一の手

段としてカラーコードを用いてはならない｡”に反する。

たとえばスタート可のときは点灯し、不可では消灯して

いるようにするなどの変更が必要である。押してみては

じめてスタート不可が分かるというのは好ましくない。

音声合成の対応は有効であるが、操作の面倒さが付き

まとい、また周囲に対する騒音問題が発生する。これら

の課題を充分に考慮した上での対応処置が必要である。

ピリテイの確保が新たに要求される｡対応は基本的に"障

害対応専用機”を作るのではなく、できるだけ汎用機に

標準装備をすることが望ましいとされている。

なお、５０８条の規定は“過大な負荷のない範囲で,,と

なっており、また規定すべてに準拠することを求めては

いない。個々の規定の100％準拠も求めてはいない。官

公庁はその時点で市場にある最高レベル準拠の製品を購

入すればよいという、いわゆる“トップランナー,,方式

である。そこで各メーカーにとっては、どの時点でどこ

まで準拠するか、どれを捨てるか、などを自社の技術レ

ベル、製品戦略、市場戦略などから判断し、自由競争で

の駆け引きを含んだ対応となる。

前述のように508条「基準」では多くの視覚障害関連

の規定をしている。視覚障害関連の「基準」準拠のため

には、音声合成出力、音声認識、触覚活用などの要素技

術をベースに、認知工学、リハエ学、ヒューマンインタ
フェースの知見を駆使した対応が必要となる。

ここで、複写機を例にとって、その準拠のための方策

を考えてみる。従来複写機は視覚障害の人が使うことは

想定していなかったため、対応がまったくなされていな

い。しかし実際には視覚障害の人でも自分でコピーする
ニーズは当然ながらあり、そのことが508条の発効を機

に認識されるようになってきている。

対応は、基本的に現在の機能をそのままに、非視覚的

操作でも使えるようにすることが望ましい。最も簡単な

コピーの場合でも、紙サイズ、コピー枚数の確認あるい

は指定は必要である。これらは現在ほとんどの機種では

液晶ディスプレイに表示され、指定はメカニカルなスイ

ッチや１０キーあるいはタッチパネルで行なう。

“1194.31(a):少なくとも一つの方法で視覚を必要とせず
に、製品の操作や情報の検索ができるようにしなければ

ならない｡,，の規定に対応するためには､音声合成を使う

ことが有効である。紙サイズは液晶ディスプレイに表示

されているので、たとえばサイズボタンを押したときに

それを読み上げる。サイズボタンを押すたびに変わるサ

イズ表示もその都度読み上げなければならない。枚数指

定はデフォルトでは１枚だが、多数枚指定はメカニカル

10キーまたはタッチパネルで行う。これも枚数確認キー

で読み上げる｡指定を音声認識で行うことも可能である。

変倍、ソート、ステープル、製本などさらに複雑な操作

も、基本的には音声合成による非視覚的操作モードを備

えることによって対応することができる。この場合、操

作をメニューに収め、音声合成によるガイドで必要な指

定を求める方法が有効な手段であるが、メニューの構成

方法や、現在位置の確認方法、アンドウーの方法などに

認知工学やヒューマンインタフェースの立場からの充分

５おわりに

日米の産業界では現在508条「基準」への対応を迫ら

れている。いまのところ関係メーカーは「基準」の要求

がどの程度のものなのか、どの程度まで対応しなければ

ならないのか、などについて鋭意検討中である。「基準」

発効後すでに１年が経ったが、実際のところ、経済不況

などから遵守できている企業は日米とも少ないようであ

る。2001年６月から可能になった個人訴訟もこれまでの

ところ発生していない。しかし508条改正をきっかけに

各メーカーでのアクセシピリテイ機能の重要性の認識が

高まってきていることは事実である。

アクセシピリテイに関する基準については、国内では

経済産業省、総務省などが「指針」を公表しており、こ

れらを一本化しⅡＳ化する動きもある[3]。またISOの制

定も今後進められていくであろう。関連する多くの人の

協力によってより良い「指針｣、「基準」が作られていく

ことに期待したい。
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Abstract : This paper introduces Section 508 of the US Rehabilitation Act and regulations relevant to visual

impairment. To comply with these regulations, it is crucial to utilize voice synthesis technology and a wide

variety of technologies such as cognitive engineering, tactile usage, human-interface, etc.
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